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《 糖尿病性腎症重症化予防対策について 》
＊今年度より糖尿病性腎症の重症化予防プログラムを実施します。

　　　　以前からの厚生労働省の指示により、糖尿病性腎症の重症化予防プログラムを
実施します。

　糖尿病は、初期の段階では血糖値が高いだけで何も症状がなく、軽視されがち
ですが、高血糖により血管に傷がついたり、詰まったりして血流が滞ってしまい、
それにつながる臓器などに障害がおこると合併症が発症します。
　放置し続けることで将来的に心臓病や失明、足の切断、腎不全による人工透析
など生活の質が著しく下がったり、時として命にかかわる重い状態となることも
あります。

　このプログラムは、かかりつけの医療機関と連携をしながら専門の研修を受け
た保健師などの相談員と一緒に考え、重度の合併症を発症しないよう、少しでも
発症を遅らせるためのものです。
　厚労省の抽出条件の対象となった方へは、相談員より直接電話をさせていただ
きますので、是非ご参加下さい。
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